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第一  今後の課題 

 

■優先事項１（商品のデザイン模倣品の対策の強化） 

反不正当競争法改正に対して、最高人民法院では、指導的文献を作成、公表してい

ただいくなど、中国側の対応を歓迎いたします。 

また、2005 年 4 月の第３回ミッション実務レベル会合において、形態模倣を不正競

争行為とする改正を含む法改正が検討されているとご提示いただいています。 

2007 年までの大幅改正にこれまでの要請事項を盛りこんでいただけるよう、さらに

は、法改正時期が前倒しされることを要請します。 

反不正当競争法に、商品形態の模倣の禁止を加えることは、当方の最大関心事項で

あり、今後とも力添えをお願いいたします。 

 

なお、被害例として以下のようなケースが報告されています。 

（Ａ）継電器、光スイッチ（デザインが全く同一で形式番号を一部変えている） 

（Ｂ）工業用テープ 

（Ｃ）キャラクター人形、電子玩具、プラモデル等 

（Ｄ）デジタルカメラ用リチウムイオン電池。（パッケージ、製品本体、取扱説明

書に至るまで全て模倣されている。） 

（Ｅ）発電機 

（Ｆ）二輪車、自動車 

 

具体的には、反不正当競争法を以下の通り改正していただくようお願いします。 

 

第 五 条  
 经 营 者 不 得 采 用 下 列 不 正 当 手 段 从 事 市 场 交 易 ， 损 害 竞 争 对 手  

（ 一 ） 假 冒 他 人 的 注 册 商 标 ；  
（ 二 ） 擅 自 使 用 知 名 商 品 特 有 的 名 称 、 包 装 、 装 璜 ， 或 者 使 用 与 知

名 商 品 近 似 的 名 称 、 包 装 、 装 璜 ， 造 成 和 他 人 的 知 名 商 品 相

混 淆 ， 使 购 买 者 误 认 为 是 该 知 名 商 品 ；  
（ 三 ） 擅 自 使 用 他 人 的 企 业 名 称 或 者 姓 名 ， 引 人 误 认 为 是 他 人 的 商

品 ；  
（ 四 ） 在 商 品 上 伪 造 或 者 冒 用 认 证 标 志 、 名 优 标 志 等 质 量 标 志 ， 伪

造 产 地 ， 对 商 品 质 量 作 引 人 误 解 的 虚 假 表 示 。  
 
を  
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第 五 条  
 经 营 者 不 得 采 用 下 列 不 正 当 手 段 从 事 市 场 交 易 ， 损 害 竞 争 对 手  

（ 一 ） 假 冒 他 人 的 注 册 商 标 ；  
（ 二 ）擅 自 使 用 知 名 商 品 或经营特 有 的 名 称 、包 装 、装 璜 、形 态 ，或

者 使 用 与 知 名 商 品 或经营近 似 的 名 称 、包 装 、装 璜 、形 态 ，造

成 和 他 人 的 知 名 商 品 或经营相 混 淆 ，使 购 买 者 误 认 为 是 该 知 名

商 品 或经营；  

（ 三 ）擅 自 使 用 馳 名 商 品 或经营特 有 的 名 称 、包 装 、装 璜 、形 态 ，或

者 使 用 与 馳 名 商 品 或经营近 似 的 名 称 、 包 装 、 装 璜 、 形 态 ；  

（ 四 ）他人の商品の形態（当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。）

を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、

輸出し、又は輸入する行為 

（ 五 ） 擅 自 使 用 他 人 的 企 业 名 称 或 者 姓 名 ， 引 人 误 认 为 是 他 人 的 商

品 ；  
（ 六 ） 在 商 品 上 伪 造 或 者 冒 用 认 证 标 志 、 名 优 标 志 等 质 量 标 志 ， 伪

造 产 地 ， 对 商 品 质 量 作 引 人 误 解 的 虚 假 表 示 。  

 

第五条の２ 

この法律において「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際し

て知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状

に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいう。 

第五条の３ 

この法律において「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質

的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。 

第五条の４ 

第五条（四）の規定は、次の各号のいずれかに定める行為については、適用しな

い。 

（一）中国国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品につ

いて、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸

渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為。 

（二）第五条（４）に規定する他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者（そ

の譲り受けたときにその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であること

を知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。）がその商

品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は

輸入する行為。 

 

に改めていただきたい。 

 

上記の改正案の趣旨は、それぞれ以下の通りです。 

・ 第五条（二）：周知商品の形態を加えるための改正。周知商品とともに、周知

の営業を加えるための改正。 

・ 第五条（三）：馳名な商品、営業を保護するための条文を加えるための改正。 

・ 第五条（四）：知名、馳名に限らず、商品の形態模倣を保護するための改正。 
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・ 第五条の２：「商品の形態」について定義するための改正。 

・ 第五条の３：「模倣する」について定義するための改正。 

・ 第五条の４：第五条（四）の適用除外として、販売開始から所定期間を経過

した商品、他人の商品形態を模倣した商品を譲り受けた者を規

定するための改正。 

 

上記の改正を行うべき理由はそれぞれ以下の通りです。 

・ 第５条（二） 

 商品の形態は、もともとその商品の機能又は美観等の観点から選択されるもの

であるが、たとえば独特の形状によるアピール効果、大量販売や宣伝活動の事実

などが重なると、そのような第一次的意義を超えて、その形態自体が自他識別機

能又は出所表示機能という第２次的機能を獲得することがあり、こうした場合に

は、その商品の形態自体が商品表示であると認定すべきものであります。 

したがって、現在の反不正当競争法第５条第２項において、名称、包装、外装

に加え、商品の形態も保護の対象に加えていただきたい。 

 

また、現在反不正当競争法第５条（二）においては、商品主体は保護の対象と

なっているものの、営業主体が保護の対象となっていません。営業主体について

も保護の対象となるよう改正を求めます。 

すなわち、事業者の事業活動を表象するものとしては、商品表示と営業表示が

挙げられます。両者はそれぞれ、商品の販売、営業の遂行（役務の提供を含む）

に際し、表示され、使用されるものであります。 

しかしながら、両者はいずれも、その商品又は営業を他の事業者のものと区別

（自他識別）するため、あるいはそれが自己のものであること（出所）を明示す

るために表示され、使用されるものであり、現在の経済競争の中できわめて重要

な役割を果たしている要素であります。 

したがって、上記の通り、現在保護の対象となっていない営業主体についても、

商品主体と同様、保護の対象となるよう、改正を求めます。 

 

・ 第五条（三） 

周知の商品等表示の中でも特にその表示主体の営業努力などによって高い名声、

信用及び評価が備わり、全国的に広く知られるようになったものについては、現

在の反不正当競争法第５条第２項のように、「他人の商品との混同をもたらし、購

入者をして当該周知商品であると誤認させること」を要件とするまでもなく、そ

の同一又は類似のものを使用したという事実のみをもって、不正競争行為である

と規定する条文を追加して頂きたい。 

 

 なぜなら、馳名な商品等表示は、現代の情報化社会の中でテレビ、新聞その他

のマスメディアを広範に利用し大々的に広告宣伝を行う一方で、その商品価値ひ

いては企業価値を高めるために、営々たる営業努力を積み重ねて自己の商品や営

業の本来の需要者や営業地域の枠を超えて全国的に広く知られ、高い名声、信用

及び評価を獲得したものである。このような域に達した商品等表示は、もはやそ

の本来の商品または営業とは全く関係のない商品又は営業に表示されても十分に
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顧客吸引力を有するのであり、それ自体が貴重な知識財産といってよいほどであ

る。とすれば、第三者がその知的財産化している商品等表示と同一又は類似の商

品等表示を使用しているだけで、その表示の持つ顧客吸引力を利用する「ただ乗

り」が可能であるばかりでなく、当該企業においてせっかく築き上げられたその

商品等表示の持つ貴重な良きイメージたるブランド力に取り返しの付かない傷が

つくことになり、ひいてはその商品等表示の広告宣伝機能をも弱めるおそれがあ

る。すなわち、いわゆる「希釈化」の問題が生じるからである。いかに営業の自

由とはいえ、このような行為こそまさに不正競争と言うべきである。 

 

 そして、第五条（二）と同様、商品等表示には、「商品の形態」が含まれること、

営業主体を保護の対象とすることを求めます。 

 

・ 第五条（四） 

他人の商品の形態をそのまま模倣する行為は、個別の知的財産権の有無にかか

わらず、他人が資金、労力を投下した成果を他に選択肢があるにもかかわらずこ

とさら完全に模倣して、何らの改変を加えることなく自らの商品として市場に提

供し、その他人と競争する行為であって、競争上、不正な行為として位置づける

必要があり、該行為を規制する条文を追加していただきたい。 

 

近年の複写・複製技術の発達、商品ライフサイクルの短縮化、流通機構の発達

等により、他人が開発に資金、労力を投下した成果の模倣がきわめて容易に行い

うる場合も生じており、模倣者は商品化のためのコストやリスクを大幅に軽減す

ることができる一方で、先行者の市場先行のメリットは著しく減少し、模倣者と

先行者の間には競業上著しい不公平が生じ、個性的な商品開発、市場開拓への意

欲が阻害されることになる。このような状況を放置すれば、公平な競合秩序を崩

壊されることにもなりかねない。 

 

なお、先行者がその商品の開発や創作に対して投じた費用などの回収を終え、

その努力に見合うそれなりの利益を得た後は、もはや本号による保護を存続する

理由が無くなり、その後は公的財産としてこれを公衆に供すべきである。 

その際、保護対象期間については、日本では、 

・ （社）日本デザイン保護協会が実施したアンケートによれば、ほぼ全商品につ

きモデルチェンジのサイクルを設定するときは概ね三年以内とするものが多

いという結果が出ていた 

・ 共同体意匠に関するＥＣ規則案（当時）において、短いライフサイクルの意匠

について登録を要しない模倣禁止権の期間も、公表から３年以内とされていた 

ことから、販売開始から 3 年と定めた。 

 

 参考 

 日本の不正競争防止法改正案（国会審議中） 

 第２条 

  この法律において「不正競争」とは、以下に掲げるものをいう。 

1．他人の商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包



－国務院法制弁公室－ 
 

 
 

-  - 5

装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。）として需要者の間に広

く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表

示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、

輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じ

させる行為 

2．自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、

又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのため

に展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為 

3．他人の商品の形態（当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。）を模倣

した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、若しく

は輸入する行為 

第２条第４項 

 この法律において「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚

によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した

模様、色彩、光沢及び質感をいう。 

第２条第５項 

 この法律において「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同

一の形態の商品を作り出すことをいう。 

第１９条 

第３条から第 15 条まで、第 21 条（第１項第 11 号に係る部分を除く。）及び第 22 条の

規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、

適用しない。 

5．第２条第１項第３号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為 

 イ）日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、

その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために

展示し、輸出し、又は輸入する行為 

 ロ）他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者（その譲り受けた時にその商品

が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないことにつ

き重大な過失がない者に限る。）がその商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡

しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為 

 

 

■その他の事項 

● 商標との誤認混同を生じる商号に対する改善 

有名な商標との誤認を生じる商号の使用についての事案は従来にもまして増えて

おります。 
本件については、2002 年 8 月 6 日発行の「香港等商号に関する不正競争案件の調

査および処罰実施についての会議議事録要約配布の通知」（別添１）、「浙江省反不

正当競争条例、浙江省工商行政管理局の見解書（2002 年 7 月 15 日）」（別添２）も出

されており、2005 年 4 月の実務レベルミッションでは、商号の問題について、反不

正当競争法での問題解決の可能性についてご提案いただいております。各地におい

てかかる商号問題が一律かつ適切に処理が徹底されるよう以下に建議します。 

 



－国務院法制弁公室－ 
 

 
 

-  - 6

特に、香港、マカオ、台湾、日本など、漢字を使用する国・地域における商号は、

漢字による誤認混同を招くことから、被害が多い実態があります。 

 

 

 

 

 

 

なお、被害の態様として、以下の６例が挙げられます。 

① 商標と同一又は類似した屋号を用いた企業名称それ自体（例えば、香港吉田電器

有限公司）が、商標的使用でなく使用された商品が、販売、広告されている場合、 
 
 
 
 
 
 
 
② 商標と同一又は類似した屋号を用いた企業名称のうち、屋号のみが強調されて使

用された商品が、販売、広告されている場合、 
 
 
 
 
 
 
 

③ 商標と同一又は類似した屋号を用いた企業名称のうち、屋号を含む一部のみが使

用された商品が、販売、広告されている場合、 
 
 
 
 
 
 
 

④ 企業名称の後ろに、“監制”、“授権生産”、“委託加工”、“商標使用許可”などが付

されている場合、 
 
 
 
 
 

 

 

香港吉田电器有限公司

 

香港吉田电器有限公司

香港吉田

 

香港吉田电器有限公司(监制)
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⑤ 企業名称の他に登録商標が用いられている場合、 
 
 
 
 
 
注：△△（注册商标）是该商品生产者 A 在中国合法拥有的注册商标。 

 
⑥ 他の商品等表示と比べ企業名称の表示が小さい場合 

 
 
 
 
 
 
 
注：商標「吉田」は、吉田参事官が中国で正当に所有。香港で「香港吉田有限公司」を登

記した者Ａが以下の商品を中国で製造していると仮定。 
 
 
 また、こういった不正当競争行為を行う者の実態として 

① 国内、国外で企業登記を行い、国内で生産、販売行為を行う者 
② 国内、国外で企業登記を行い、国内での生産、販売を第三者に委託する者 
③ 国内、国外で企業登記を行った者から委託を受けて、国内で生産、販売を行う者 

があり、 
④ 企業登記なしに、国内で生産、販売を行うもの 
⑤ 企業登記なしに、国内での生産、販売を第三者に委託する者 
⑥ 企業登記の無いもの者から委託を受けて、国内で生産、販売を行う者 

についても、不正当競争行為を行う者に位置づける必要があります。 
 
 さらに、使用を禁止すべき商号としては、 

① 国内、国外で周知の商号または周知の商標と同一又は類似の商号 
② 国内、国外で著名の商号または著名の商標と同一又は類似の商号 
③ 国内で登記された商号または登録された商標と同一又は類似の商号 

の３点が挙げられます。 
 
 
 これらを包括的に解決するために、反不正当競争法を以下の通り改正していただくよう

建議します。 
 
第Ａ条 国内又は国外で知名な商標又は字号と同一又は類似の商号（国内又は国外で登記

 △△（注册商标） 

香港吉田电器有限公司

 △△（商标） 
○○○（商品名）

香港吉田电器有限公司 
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されている商号を含む。以下、「知名商標等冒用商号」という。）を以下のように

用いて、購入者をして他人の商品又は営業と混同を生じさせてはならない。 
（一） 「知名商標等冒用商号」の全部又は一部を自ら使用し、又は「知名商標等冒用商号」

の全部又は一部を使用した商品を自ら生産、販売し、「知名商標等冒用商号」の全部

又は一部を使用した商品又は営業を自ら広告すること（“監制”、“授権生産”、“委託

加工”、“商標使用許可”その他の表示をともなって使用する場合を含む。）。 
（二） 「知名商標等冒用商号」の全部又は一部を、第三者に、使用させ、又は、「知名商標

等冒用商号」の全部又は一部を使用した商品を生産、販売させ、若しくは、「知名商

標等冒用商号」の全部又は一部を使用した商品又は営業を広告させること（“監制”、

“授権生産”、“委託加工”、“商標使用許可”その他の表示をともなって使用する場

合を含む。）。 
 
注：「字号」は、企業名称登記管理実施弁法の「字号」をいう。 
 
第Ｂ条 国内又は国外で馳名な商標又は字号と同一又は類似の商号（国内又は国外で登記

されている商号を含む。以下、「馳名商標等冒用商号」という。）を以下のように

用いてはならない。 
（一） 「馳名商標等冒用商号」の全部又は一部を自ら使用し、又は「馳名商標等冒用商号」

の全部又は一部を使用した商品を自ら生産、販売し、「馳名商標等冒用商号」の全部

又は一部を使用した商品又は営業を自ら広告すること（“監制”、“授権生産”、“委託

加工”、“商標使用許可”その他の表示をともなって使用する場合を含む。）。 
（二） 「馳名商標等冒用商号」の全部又は一部を、第三者に、使用させ、又は、「馳名商標

等冒用商号」の全部又は一部を使用した商品を生産、販売させ、若しくは、「馳名商

標等冒用商号」の全部又は一部を使用した商品又は営業を広告させること（“監制”、

“授権生産”、“委託加工”、“商標使用許可”その他の表示をともなって使用する場

合を含む。）。 
 
第Ｃ条 国内で先に公告又は登録された商標若しくは国内で先に登記された商号の字号と

同一又は類似の商号（国内又は国外で登記されている商号を含む。以下、「登録商

標等冒用商号」という。）を以下のように用いてはならない。 
（一） 「登録商標等冒用商号」の全部又は一部を自ら使用し、又は「登録商標等冒用商号」

の全部又は一部を使用した商品を自ら生産、販売し、「登録商標等冒用商号」の全部

又は一部を使用した商品又は営業を自ら広告すること（“監制”、“授権生産”、“委託

加工”、“商標使用許可”その他の表示をともなって使用する場合を含む。）。 
（二） 「登録商標等冒用商号」の全部又は一部を、第三者に、使用させ、又は、「登録商標

等冒用商号」の全部又は一部を使用した商品を生産、販売させ、若しくは、「登録商

標等冒用商号」の全部又は一部を使用した商品又は営業を広告させること（“監制”、

“授権生産”、“委託加工”、“商標使用許可”その他の表示をともなって使用する場

合を含む。）。 
 
上記の改正案の趣旨は、それぞれ以下の通りです。 
・ 第Ａ条：国内外において知名な商号又は商標と同一又は類似の商号（知名商標等冒用商

号）を使用して若しくは第三者に使用させて、購入者をして他人の商品又は営
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業と混同を生じさせる行為を不正当競争行為とするための改正。 
ここで、知名商標等冒用商号は、国内外で登記されているもの、いないものの

いずれも含みます。 
・ 第Ｂ条：国内外において馳名な商号又は商標と同一又は類似の商号（馳名商標等冒用商

号）を使用して若しくは第三者に使用させる行為を不正当競争行為とするため

の改正。 
ここで、馳名商標等冒用商号は、国内外で登記されているもの、いないものの

いずれも含みます。 
・ 第Ｃ条：国内において先に公告又は登録された商標若しくは先に登記された商号と同一

又は類似の商号（登録商標等冒用商号）を使用して若しくは第三者に使用させ

る行為を不正当競争行為とするための改正。 
ここで、登録商標等冒用商号は、国内外で登記されているもの、いないものの

いずれも含みます。 
・ 第Ａ－Ｃ条：第Ａ－Ｃ条の（一）、（二）で規定する行為は、以下の行為です。 

1. 「知名商標等冒用商号」等を自ら使用すること 
2. 「知名商標等冒用商号」等を使用した商品を自ら生産、販売すること 
3. 「知名商標等冒用商号」等を使用した商品又は営業を自ら広告すること 
4. 「知名商標等冒用商号」等を第三者に使用させること 
5. 「知名商標等冒用商号」等を使用した商品を第三者に生産、販売させること 
6. 「知名商標等冒用商号」等を使用した商品又は営業を第三者に広告させること 
7. 1-6 において、「知名商標等冒用商号」等を“監制”、“授権生産”、“委託加工”、“商

標使用許可”その他の表示をともなって使用すること。 
8. 「知名商標等冒用商号」等を、使用許諾等を受けて使用等する行為も上記 1-3 にそ

れぞれ該当します。 
 
 
上記の改正を行うべき理由はそれぞれ以下の通りです。 
・ 第 A 条 

国内外で周知な字号や商標と同一又は類似の商号（以下、「知名商標等冒用商号」と

いう。）が、国内で、使用されたり、「知名商標等冒用商号」を使用した商品を生産、販

売されたり、「知名商標等冒用商号」を使用した商品又は営業が広告されています。 
 

これら「知名商標等冒用商号」は、国内外で登記されたものの他、登記されていない

場合もあります。国外で登記されている場合に、その国外での登記を理由に正当な権利

者であるかのごとく主張するため、明確な法的根拠をもって規制することが必要です。 
 

また、その態様としては、商号の一部のみを表示したものや、商号と共に“監制”、“授

権生産”、“委託加工”、“商標使用許可”などと記載したものなどがあり、これらも明確

な法的根拠をもって規制することが必要です。 
 
「知名商標等冒用商号」等は中国国外で商号登記された後、商号登記した者とは違う

第三者に製造委託等し、第三者に製造等させることが、しばしば行われています。した

がって、「知名商標等冒用商号」を使用する行為（使用許諾等を受けて使用等する行為
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も含む）と、使用させる行為のいずれも不正当競争行為と規定する必要があります。 
 

 
・ 第 B 条 

被害の状況は、第 A 条と同様ですが、馳名な字号や商標の場合には、誤認や混同を要

件とするべきではありません。 
 
なぜなら、馳名な字号や商標は、現代の情報化社会の中でテレビ、新聞その他のマス

メディアを広範に利用し大々的に広告宣伝を行う一方で、その商品価値ひいては企業価

値を高めるために、営々たる営業努力を積み重ねて自己の商品や営業の本来の需要者や

営業地域の枠を超えて全国的に広く知られ、高い名声、信用及び評価を獲得したもので

ある。このような域に達した字号や商標は、もはやその本来の商品または営業とは全く

関係のない商品又は営業に表示されても十分に顧客吸引力を有するのであり、それ自体

が貴重な知識財産といってよいほどである。とすれば、第三者がその知的財産化してい

る字号や商標と同一又は類似の「馳名商標等冒用商号」の全部又は一部を使用している

だけで、その表示の持つ顧客吸引力を利用する「ただ乗り」が可能であるばかりでなく、

当該企業においてせっかく築き上げられたその字号や商標の持つ貴重な良きイメージ

たるブランド力に取り返しの付かない傷がつくことになり、ひいてはその字号や商標の

広告宣伝機能をも弱めるおそれがある。すなわち、いわゆる「希釈化」の問題が生じる

からである。いかに営業の自由とはいえ、このような行為こそまさに不正競争と言うべ

きである。 
 
・ 第Ｃ条 

 被害の状況は、第 A、B 条と同様ですが、中国国内で先に公告又は登録された商標や

先に登記された商号の字号の場合には、誤認や混同を要件とするべきではありません。 
 

 なぜなら、中国国内で先に公告又は登録された商標や先に登記された商号の字号は、

中国国内で明確に設定された権利であり、これを侵害する行為に対しては、商標専用

権などと同様の取扱をするべきだからです。 
 
 なお、本件については、「登録商標等冒用商号」の業界（行业）が、先に公告又は登

録された商標の指定商品又は指定役務や先に登記された商号の業界（行业）と同一ま

たは類似するべきであるかもしれません。 
 

今後、日・中で協調の上、さらなる改善に取り組んでいきたいと考えます。 

 

 

以上 


